
議案第７０号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

理について  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例を別紙のとおり

改正する。  

令和元年８月３０日提出

亀山市長   櫻 井 義 之

別  紙  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例  

提案理由

 条例の改正について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。  



亀山市条例第    号  

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例  

 

（亀山市職員の分限に関する条例の一部改正）  

第１条  亀山市職員の分限に関する条例（平成１７年亀山市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。  

第６条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改

める。  

 （亀山市職員給与条例の一部改正）  

第２条  亀山市職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。  

  第１２条第６項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、

「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規

定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第２項又

は第３項の規定の」に改める。  

第４４条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法

第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、

若しくは失職し」を削る。  

第４５条第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職

員を除く。）」を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮
こ

」を「禁

錮」に改める。  

  第４７条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法

第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号

中「、若しくは失職し」を削る。  

 （亀山市職員退職手当支給条例の一部改正）  

第３条  亀山市職員退職手当支給条例（平成１７年亀山市条例第４６

号）の一部を次のように改正する。  



  第１７条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場

合を除く。）」を削る。  

 （亀山市消防団条例の一部改正）  

第４条  亀山市消防団条例（平成１７年亀山市条例第１４８号）の

一部を次のように改正する。  

  第５条第１号を削り、同条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、  

同号を同条第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒免職」に

改め、同号を同条第２号とし、同条第４号を同条第３号とする。  

  第６条第２項第１号中、「前条第３号」を「前条第２号」に改

める。  

 （亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）  

第５号  亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年亀山市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。  

 第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第

３４条の２０第１項第３号」に改める。  

（亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正）  

第６号  亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例（平成２７年亀山市条例第３７号）の一部を次のように改正す

る。  

 第１４条及び第１５条中「、若しくは地方公務員法第１６条第

１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。  

  第１７条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場

合を除く。）」を削る。  

附  則  

この条例中第１条から第４条まで及び第６条の規定は令和元年１２

月１４日から、第５条の規定は公布の日から施行する。  


